
1/5 

 

入 札 説 明 書 

桜井市都市公園等遊具定期点検業務委託の事後審査型条件付き一般競争入札について、関

係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

なお、この委託業務に係る競争入札は、予定価格を事前に公表します。 

 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。 

 

１ 入札に付する事項 

（1） 委 託 名   桜井市都市公園等遊具定期点検業務委託 

（2） 委 託 場 所   桜井市内一円 

（3） 委 託 番 号   都計第５号 

（4） 委 託 概 要   「桜井市都市公園等遊具定期点検業務委託 仕様書」のとおり 

（5） 委 託 期 間   令和８年７月２日から令和８年８月３１日まで 

（6） 予 定 価 格   金８１０，０００円（消費税抜き） 

（7） 入札保証金   免除 

（8） 契約保証金   桜井市契約規則（昭和 44 年 3月桜井市規則第 3号）の規定による 

（9） 入 札 方 法   郵便入札 

（10） 入 札 回 数   １回 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（1） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（2） 令和８年度桜井市物品購入・業務委託等入札参加資格申請業者名簿「Ｑ委託業務」に登

録されていること。 

（3） 公告の日から入札執行の日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停

止措置基準に基づく指名停止処分を受けていないこと。 

（4） 桜井市暴力団排除条例（平成２３年１２月桜井市条例第２１号）に該当しないこと。 

（5） 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条によ

る廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の

申立てをしていない者であること。 

（6） 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手

続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同

法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第

１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなか

った者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（7） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生

手続開始の申立て（同法附則第２条の規定により、なお従前の例によることとされる更

生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２

７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の規定による
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更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない

者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第４

１条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定

を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法第１９９条第１項の更生計

画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があ

った場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立て

をなされなかった者とみなす。 

（8） 当該業務の入札者（契約に関する権限等を委任された受任者を含む。）が、他の入札者

（契約に関する権限等を委任された受任者を含む。）を兼ねていないこと（同一代表者

が複数の企業で同一業務に参加することはできません。） 

（9） 本業務の委託を他人に委託してはならない。また第三者に譲渡し、継承させてはならな

い。 

（10） 過去２年以内に国または地方公共団体が発注する同類の業務で、本業務と同等以上の業

務実績を有すること。 

（11） 本業務に配置される技術者は、管理技術者及び担当技術者で構成され、以下の資格を有

すること。 

ア 管理技術者は、（一社）日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理

士（以下「安全管理士」という。）または公園施設点検管理士（以下「点検管理士」

という。）の資格を有すること。 

イ 担当技術者は、（一社）日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品整備技士

（以下「整備技士」という。）、公園施設点検技士（以下「点検技士」という。）、安

全管理士または点検管理士の資格を有すること。 

ウ 管理技術者と担当技術者の兼務は認めない。また、配置する技術者は、他会社から

の在籍出向者や派遣社員は認めない。 

 

３ 参加申請方法 

この入札に参加を希望する者は、入札参加申請書（様式１）（以下「申請書」という。）

を提出してください。 

（1） 申請書等の交付 

ア 期 間  令和８年６月１日（月）から令和８年６月５日（金）まで 

イ 交付方法  申請書の様式は、当市ホームページよりダウンロードしてください。 

「桜井市ホームページの目次＞事業者向け＞入札契約など＞入札情報

（その他入札など）＞桜井市都市公園等遊具定期点検業務委託に係る

一般競争入札について」に掲載しています。 

（2） 申請書等の提出 

ア 提出期間  令和８年６月３日（水）から令和８年６月５日（金）まで 

      受付時間は、午前９時から午後５時まで 

イ 提出方法  持参のみ 
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ウ 提 出 先  奈良県桜井市大字粟殿４３２番地の１ 

桜井市役所２階 都市建設部 都市計画課 事業・施設係 

 

４ 入札参加資格の確認 

（1） 申請書の提出のあった者には、入札参加資格確認結果通知書（以下「参加通知書」とい

う。）を交付します。 

（2） 参加通知書の交付を受けた者は、入札参加資格があるものとします。ただし、入札参加

資格者は以後の手続きについて入札執行者の指示に従うものとし、指示に従わない時は

入札参加資格を取り消す場合があります。 

 

５ 仕様書の配布 

（1） 配布期間  申請書提出期間と同じ。 

（2） 配布方法  参加通知書の交付を受けた者に、窓口で配布します。 

 

６ 仕様書等に対する質問の受付及び回答 

（1） 受付の方法 

質問は質問書（様式２）の用紙によりＦＡＸで提出してください。 

質問書の様式は、当市ホームページよりダウンロードしてください。 

なお、質問がある場合は、ＦＡＸ送信後に下記担当部署まで必ず電話連絡してください。 

（質問がない場合は、提出する必要はありません。） 

（2） 受付日時等 

ア 日 時  令和８年６月９日（火）午前９時から午後３時まで 

イ 送 付 先  桜井市都市建設部 都市計画課 事業・施設係 

ウ ＦＡＸ番号 ０７４４－４６－１７８２ 

エ 電話番号  ０７４４－４２－９１１１（内線３２１１） 

（3） 質問の回答 

質問のあった場合は、令和８年６月１２日（金）午後５時までに今回の入札に参加する

全業者に回答書をＦＡＸで送付します。 

ＦＡＸに対応できない入札参加者には、個別に配布方法を協議します。 

 

７ 入札書の提出 

（1） 提出期間  令和８年６月１７日（水）午前９時から 

      令和８年６月１９日（金）午後５時まで ※必着厳守 

（2） 提出方法  一般書留又は簡易書留による郵送もしくは持参 

なお、提出に要する費用は入札参加資格者負担とします。 

入札書等の様式は、当市ホームページよりダウンロードしてください。 

（3） 提 出 先  〒６３３－８５８５ 

      桜井市大字粟殿４３２番地の１ 
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      桜井市役所 都市建設部 都市計画課長宛 

（4） 辞 退 届  入札を辞退される場合は、入札書締切期日までに、14 問合わせ先へ連絡 

の上、辞退届（様式３）を都市計画課事業・施設係へ提出してください。 

８ 入札に係る金額の記載方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の１０％に相当する額を加算

した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載してください。 

なお、入札書に記載する金額は消費税を含まない金額とし千円単位で記載してください。 

入札書等の記入例については、当市ホームページよりダウンロードしてください。 

 

９ 開札の立会い 

（1） 入札参加者のうち希望する者は、１業者につき１名が開札に立会うことができます。 

（2） 開札の立会いを希望する者は、入札書の提出期限（令和８年６月１９日（金）午後５時）

までに開札立会申請書（様式４）を持参またはＦＡＸを送信してください。 

※ＦＡＸの場合は、送信後に都市計画課へ受信確認の電話を必ず行ってください。 

（3） 開札立会人は２名までとし、希望者が３名以上の場合は、開札立会申請書の先着順で２

名とします。 

（4） 代理人が立会を希望される場合は、立会委任状（様式５）が必要となりますので、開

札日当日に持参してください。 

（5） 開札立会人は、開札日当日に開札確認書に署名及び押印が必要となりますので、印鑑（認

め印可）を持参してください。（代理人が立会いの場合は、立会委任状に押印している

受任者の印鑑を持参してください。） 

（6） 開札の立会い希望がない場合は、入札事務に関係のない職員が立会い、開札を行います。 

 

10 開札日時等 

（1） 開札日時  令和８年６月２２日（月）午前９時００分 

（2） 場 所  桜井市大字粟殿４３２番地の１ 

桜井市役所 本庁３階 入札室 

 

11 落札候補者の決定方法 

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とします。

予定価格を超える場合は失格となります。 

落札候補者となるべき同価格者の者が２者以上ある場合は、落札決定を保留した上で、

立会人にくじを引かせて落札決定するものとします。当該者が立会人の場合はその者のく

じは当該者がくじを引くものとします。 

くじを引かない者がある場合は、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとし

ます。 
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12 事後審査 

入札結果にて落札候補者第１順位者と認められた者については、事後審査書類の提出を

受け、受注者として適格か否かの確認を行い、落札者としての決定を行います。 

受注者として適格でない場合は第１順位者の入札を無効とし次順位の落札候補者につい

て、第１順位者と同様の事後審査書類の確認を行います。 

なお事後審査書類は、市から連絡を受けた日の翌々日（土・日・祝日は除く）の午後５

時までに提出していただきます。 

 

事後審査書類 

① 配置技術者届（様式６） 

配置技術者届の様式は、当市ホームページよりダウンロードしてください。 

② 配置する管理技術者の（一社）日本公園施設業協会が認定、登録した安全管理士また

は点検管理士の認定証の写し 

③ 配置する担当技術者の（一社）日本公園施設業協会が認定、登録した整備技士、点検

技士、安全管理士または点検管理士の認定書の写し 

④ 配置する各技術者の雇用関係を証明する書類の写し 

 

13 入札の無効等 

（1） 入札説明書に記載した競争入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入

札に関する条件に違反した入札は無効とします。 

（2） 入札参加者が開札までに入札資格を満たさなくなったときは入札に参加できません。 

（3） 入札において事故が起きたとき又は、不正な行為があると認めたときは、入札を中止又

は延期する場合があります。 

（4） 落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなった時は、契約の締結はできません。 

 

14 問合わせ先 

  〒６３３－８５８５ 

  奈良県桜井市大字粟殿４３２番地の１ 

  桜井市役所 都市建設部 都市計画課 事業・施設係（本庁舎２階） 

  電話  ０７４４－４２－９１１１（内線３２１１） 

  ＦＡＸ ０７４４－４６－１７８２ 

   

  入札書類一式は下記よりダウンロードしてください。 

「桜井市ホームページの目次＞事業者向け＞入札契約など＞入札情報＞その他入札＞桜

井市都市公園等遊具定期点検業務委託に係る一般競争入札について」 


